
 

龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会条例を廃止する条例をこ

こに公布する。 

  令和５年９月２０日 

               龍ケ崎市長 萩 原  勇  

 

龍ケ崎市条例第３９号 

龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会条例を廃止する条例 

 龍ケ崎市官製談合再発防止対策検討委員会条例（令和３年龍ケ崎市条

例第２１号）は、廃止する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正） 

２ 龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例(昭和３１年龍ケ崎市条例第１１０号 )の一部を次のように改正

する。 

別表第１中 

「 

政治倫理調査委員会委員 会長 日額 ６，８００円            

を  委員 日額 ６，３００円 

官製談合再発防止対策検討委

員会 

委員 日額 ２２，０００円 

                              」 

「 

政治倫理調査委員会委員 

 

会長 日額 ６，８００円            

に  委員 日額 ６，３００円 

           」 

改める。 


